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贈与税シミュレーション
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【贈与税シミュレーション】

・贈与条件を入力することで、最長30年にわたり相続税・贈与税・税効果が計算され、レポート出力できます。

・暦年贈与する場合の最適贈与額を算出できます。

・暦年贈与の4年から7年の持ち戻しに対応しています。

・相続時精算課税制度の基礎控除（110万円）に対応しています。



贈与税シミュレーション

①【贈与税シミュレーション】をクリックします。

・【データ入力・検索】→【顧客ニーズ分析】→

【前提条件設定】→【贈与税シミュレーション】の

ボタンからも起動することができます。

② シート上に別顧客のデータが入力されていて、

これから新規顧客のデータを入力する場合は、

【新規入力・クリア】をクリックします。

※ 登録していないデータの場合は、必ず【登録】ボタン

を押してから【新規入力・クリア】ボタンを押すように

してください。
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初期画面

贈与税シミュレーションの開き方

①

②



③ データ入力シートの情報を反映させる場合は【データ入力シートよりデータ取得】をクリックします。

④ 『相続人情報』を入力します。

※1 相続割合は【自動判定】※1のボタンから変更できます。

⑤ 『受贈者情報』を入力します。

※2 【相続人情報取得】ボタンで相続人情報からデータを反映できます。

※3 1月1日現在の年齢が18歳未満の場合でも、18歳以上になったときに『特例』が使用できる受贈者の場合は、『暦年贈与（特例）』を選択します。

贈与種類と続柄の説明は【選択方法】※4から参照してください。

3

相続人情報・受贈者情報の入力

④

③

※1

⑤ ※2

※3

※4



※1 本シミュレーションを初めて使用する場合は、必ず確認してください。

【選択方法】ボタンから、続柄と贈与種類の説明を閲覧できます。
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贈与種類の説明

※1※1



⑥ 『資産情報』『贈与条件』『非課税金額情報（任意）』『資産変動情報（任意）』を入力します。

・ 『資産情報』では贈与対象資産と贈与対象外資産に分けて入力できます。

（贈与対象資産を対象に暦年贈与適正額が算出されるようになっています。）

※1 【データ入力シートよりデータ取得】ボタンを使用した場合、小規模宅地の特例が使用されている土地の相続税評価額が反映されます。

※2 【資産変動情報一括入力】ボタンから財産の変動を一括入力できます。
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資産情報・贈与条件の入力

※1

※2



⑦【暦年贈与適正額算出】を押すと適正額が表示されます。 ※ 精算課税制度を選択した受贈者の『贈与価額』は先に入力しておく必要があります。

⑧『受贈者情報』の贈与価額を⑦を参考にして入力します。 ※ または各年の贈与金額や贈与種類を詳細に設定したい場合は、次ページを参照してください。

⑨【登録】ボタンを押して登録します。 ・ 登録が完了すると『未登録』→『登録済』になります。

⑩【シミュレーション結果表示】をクリックします。
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贈与適正額算出機能・登録方法

⑨

⑧

⑦

⑩

⑦



※ 各年の贈与金額入力は、贈与税シミュレーションを立ち上げた画面（資産変動情報）の下側にございます。

（1）【各年の贈与条件入力】ボタンから各年の贈与金額や贈与種類を入力します。

（2） 各年の贈与条件の適用の有無は【受贈者の各年の贈与条件適用設定】ボタンから設定できます。

※ 各年の贈与条件を入力した後は、前ページの⑨に進みます。

留意点
・ 各年の贈与条件適用中は、暦年贈与の適正額算出や受贈者情報の贈与価額の入力・編集はできません。
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各年の贈与条件入力

(1)

(2)



⑪ 各ボタンから詳細データを参照できます。

⑫ 【レポート出力】ボタンでレポートが出力されます。

● 次ページから入力例を紹介します。
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シミュレーション結果

シミュレーション実施・レポート出力

⑫ ⑪



● 既に相続時精算課税制度を使用している法定相続人がいるケース

(1)『相続時精算課税制度の活用情報』の「持ち戻し金額」と支払った「贈与税」を入力します。

(2)『贈与種類』は必ず「相続時精算課税制度」を選択し、今後贈与する年間の「贈与価額」を入力します。

贈与種類で相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与適正額算出前に「贈与価額」を入力する必要があります。
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入力事例①

(1) (2)



● 法定相続人以外に相続時精算課税制度を使用するケース

(1)『受贈者情報』の「氏名」～「贈与価額」に相続時精算課税制度を使用する法定相続人以外の情報を入力します。

この時、『続柄』は「子（精算課税）」または「孫（精算課税）」を選択します。

(2)【受贈者情報（精算課税選択者）取得】ボタンを押し、『相続人情報』に法定相続人以外の情報を反映させます。

※ 『相続人情報』へは、法定相続人と相続時精算課税制度を使用する法定相続人以外の方の情報は必ず入力する必要があります。
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入力事例②

(1)

(2)

(2)



● 法定相続人以外に暦年贈与をするケース

(1) 長男の子供（本人から見て孫）に暦年贈与する場合の続柄は、「受遺者」を選択します。

(2) 本人の兄弟姉妹など法定相続人以外に暦年贈与する場合の続柄は、 「受遺者」を選択します。
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入力事例③

(1)

(2)


	スライド 0: 贈与税シミュレーション
	スライド 1
	スライド 2:  ①【贈与税シミュレーション】をクリックします。  　・【データ入力・検索】→【顧客ニーズ分析】→ 　　【前提条件設定】→【贈与税シミュレーション】の 　　 ボタンからも起動することができます。   ②　シート上に別顧客のデータが入力されていて、 　　これから新規顧客のデータを入力する場合は、 　  【新規入力・クリア】をクリックします。  ※　登録していないデータの場合は、必ず【登録】ボタン 　　を押してから【新規入力・クリア】ボタンを押すように 　　してください。 
	スライド 3: ③　データ入力シートの情報を反映させる場合は【データ入力シートよりデータ取得】をクリックします。  ④  『相続人情報』を入力します。 ※1　相続割合は【自動判定】※1のボタンから変更できます。  ⑤  『受贈者情報』を入力します。 ※2 【相続人情報取得】ボタンで相続人情報からデータを反映できます。  ※3　1月1日現在の年齢が18歳未満の場合でも、18歳以上になったときに『特例』が使用できる受贈者の場合は、『暦年贈与（特例）』を選択します。 　　  贈与種類と続柄の説明は【選択方法】※
	スライド 4:  ※1　本シミュレーションを初めて使用する場合は、必ず確認してください。  　　【選択方法】ボタンから、続柄と贈与種類の説明を閲覧できます。 　　
	スライド 5:  ⑥ 『資産情報』『贈与条件』『非課税金額情報（任意）』『資産変動情報（任意）』を入力します。   ・  『資産情報』では贈与対象資産と贈与対象外資産に分けて入力できます。  　  （贈与対象資産を対象に暦年贈与適正額が算出されるようになっています。）   ※1 【データ入力シートよりデータ取得】ボタンを使用した場合、小規模宅地の特例が使用されている土地の相続税評価額が反映されます。   ※2 【資産変動情報一括入力】ボタンから財産の変動を一括入力できます。 　　
	スライド 6: ⑦【暦年贈与適正額算出】を押すと適正額が表示されます。　※　精算課税制度を選択した受贈者の『贈与価額』は先に入力しておく必要があります。  ⑧『受贈者情報』の贈与価額を⑦を参考にして入力します。　※　または各年の贈与金額や贈与種類を詳細に設定したい場合は、次ページを参照してください。  ⑨【登録】ボタンを押して登録します。　　　　　　　　　　・　登録が完了すると『未登録』→『登録済』になります。  ⑩【シミュレーション結果表示】をクリックします。
	スライド 7: 　※　各年の贈与金額入力は、贈与税シミュレーションを立ち上げた画面（資産変動情報）の下側にございます。  （1）【各年の贈与条件入力】ボタンから各年の贈与金額や贈与種類を入力します。  （2） 各年の贈与条件の適用の有無は【受贈者の各年の贈与条件適用設定】ボタンから設定できます。  　※　各年の贈与条件を入力した後は、前ページの⑨に進みます。   留意点 　・　各年の贈与条件適用中は、暦年贈与の適正額算出や受贈者情報の贈与価額の入力・編集はできません。
	スライド 8:  ⑪　各ボタンから詳細データを参照できます。  ⑫ 【レポート出力】ボタンでレポートが出力されます。    ●　次ページから入力例を紹介します。
	スライド 9:  ●　既に相続時精算課税制度を使用している法定相続人がいるケース    (1)『相続時精算課税制度の活用情報』の「持ち戻し金額」と支払った「贈与税」を入力します。    (2)『贈与種類』は必ず「相続時精算課税制度」を選択し、今後贈与する年間の「贈与価額」を入力します。   　　贈与種類で相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与適正額算出前に「贈与価額」を入力する必要があります。
	スライド 10:  ●　法定相続人以外に相続時精算課税制度を使用するケース    (1)『受贈者情報』の「氏名」～「贈与価額」に相続時精算課税制度を使用する法定相続人以外の情報を入力します。  　   この時、『続柄』は「子（精算課税）」または「孫（精算課税）」を選択します。    (2)【受贈者情報（精算課税選択者）取得】ボタンを押し、『相続人情報』に法定相続人以外の情報を反映させます。  ※ 『相続人情報』へは、法定相続人と相続時精算課税制度を使用する法定相続人以外の方の情報は必ず入力する必要がありま
	スライド 11: ●　法定相続人以外に暦年贈与をするケース    (1)　長男の子供（本人から見て孫）に暦年贈与する場合の続柄は、「受遺者」を選択します。    (2)　本人の兄弟姉妹など法定相続人以外に暦年贈与する場合の続柄は、 「受遺者」を選択します。

